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国知弁発運字〔2020〕17号 

 

各省、自治区、直轄市、新疆生産建設兵団の知識産権局（知的財産権管理部門） 御中 

 

中国共産党中央委員会、国務院の「放管服（行政の簡素化・権限の移譲、権限移譲と

管理の結合、サービスの最適化）」に関する政策決定と手配を深く貫き、知的財産権サー

ビス業の健全な発展を促進し、新型コロナウイルスの感染拡大防止、操業再開、イノベ

ーション・起業に向けてより良質な知的財産権サービスを提供するために、ここに 2020

年の代理産業「藍空」（ブルー・スカイ）特別取締行動に関する事項を以下のとおり通知

する。 

 

一．無資格の専利代理行為を重点的に取り締まる 

 

国家知識産権局（以下、国家局）は、インターネット上の無資格代理が疑われる広告

情報に対する監視を強化し、企業名に「知的財産権代理」、「専利代理」等の文言が含ま

れる企業の専利代理資格を全面的に検査し、代理機関に委託していない専利出願人の連

絡先情報に対する調査範囲を拡大し、無資格の専利代理に関する手掛かりを全面的にス

クリーニングし、速やかに各地方に転送する。各地方は取組みを強化し、転送された手

掛かりに関して真摯に調査を実施し、法令違反行為を法に基づき立件、調査、処分しな

ければならない。 

 

二．悪質な商業代理行為に対する取締りを引き続き強化する 

 

新型コロナウイルス関連の非正常商標代理行為の厳格な取締りに関する手配要求に基

づき、一斉捜査を強化し、部門間の協力を強化し、管理監督、調査・処分を強化し、法

に基づき非正常商標出願行為を取り締まる。商標の冒認出願・投機的出願の代理、公文

書の偽造・変造等の行為に対する取締りを強化する。情状が重大である場合は、国家局

に報告して関連機関の商標代理業務の受理を法に基づき停止し、刑事犯罪が疑われる場

合は、法に基づき公安機関に移送する。 

 

三．ネットワークプラットフォームが法に基づき知的財産権サービスに規範的に従事

するよう積極的に導く 

 

知的財産権サービス業の管理監督責任を十分に履行し、法令に従い知的財産権取引ネ

ットワークプラットフォームの規範的経営に対する指導を強化し、正しい知的財産権の

移転・実用化の価値志向を確立し、内部管理制度を整備し、ウェブサイトの表示内容を

最適化しなければならない。インターネット広告監視等の機関を利用して非規範的経営

行為を厳しく監視しなければならない。悪質な経営行為が存在する場合は、速やかに是

正を命じ、行政指導を行い、良好な発展を促進する。 

 



四．不当な手段による客寄せ業務等の法令違反行為を引き続き取り締まる 

 

2019 年の「藍空」特別取締行動における有効な手法を継続し、現地の実情をふまえて、

不当な手段による客寄せ業務、非正常専利出願の代理、「名義貸し」等の法令違反行為を

引き続き取り締まらなければならない。2019 年に行政指導・是正を行った代理機関、代

理人を追跡し、是正が行われていない、または是正が不適切なものは、法に基づき厳格

に処分する。 

 

五．情報公示および管理監督メカニズムの効果を十分に発揮させる 

 

国家局は専利代理公示制度の確立を加速させ、法に基づき専利代理機関および専利代

理師の情報を公示し、公衆が容易に検索、比較することができるようにする。また、専

利・商標代理の信用調査記録を整備し、信用連合懲戒を推進し、「一か所で信用を失えば、

あらゆる場所で制限を受ける」システムを実現する。各地方は関連要求に従って、現地

の専利・商標代理に対する「双随機、一公開(検査の実施者と対象を無作為抽出し、結果

公開法執行・検査員を無作為で選任して派遣し、検査および処置の結果を速やかに公開

する――訳注)」検査業務を整然と実施し、法に基づき経営異常名簿または重大違法信用

失墜名簿に収載すべきものを発見した場合は、速やかに名簿に収載して国家局に申告し

なければならない。 

 

六．業界の自主規制を確実に強化する 

 

業界団体の自主規制能力を発揮させ、業界の自主規制規範に違反した行為を積極的か

つ主体的に調査、処分、懲戒し、自主規制規定に違反した会員単位を速やかに懲戒し、

職業倫理に反した非会員単位を規則と職責に基づき公開し、けん責する。法令違反事件

に対する調査・処分業務に積極的に協力して支援し、規範的経営の自主規制提唱活動を

実施する。規範的経営を行う代理機関の宣伝、推薦、紹介を強化し、理想的なモデルを

確立する。 

 

各地方は、毎月 5 日までに同省（区、市）の前月の専利・商標代理事件の調査・処分

状況をまとめ、代理管理システム（http://dlgl.cnipa.gov.cn）を通じて国家局に申告

し、かつ 12 月 25 日までに特別取締りの年間業務総括を報告し、緊急事項は速やかに報

告されたい。 

 

特にここに通知する。 

 

国家知識産権局弁公室 

 

2020年 5月 7日 

 

（連絡窓口：010-62083618  dailiguanli@cnipa.gov.cn） 
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出所：2020年 5月 8日付け中国国家知識産権局ウェブサイト 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/5/8/art_1413_151091.html   

 

 

 

 

  

※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈など

をできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正

確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。 
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